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引っ越しの季節です

〈転入・転出などの手続きを忘れずに〉
各種届出は住民課で受付。出張所では手続きはできませんのでご注意を。

届け出 届け出の期間 必要なもの

転入届

他の市区町
村から三芳
町に住所を
移したとき

転入した日から
14日以内

前に住んでいた市区町村から交付された転出証明書
国民年金加入者は年金手帳
各種手当等の受給証をお持ちの方は持参してください。
※新たに国民健康保険に加入する方は、窓口でお話しくださ
い。なお、転入先の世帯に国民健康保険の加入者がいる場合
は、その世帯の被保険者証を持参してください。

転出届

三芳町から
他の市区町
村に住所を
移すとき

転出する前
※転出証明書を交付
します。転出先の住
所を確かめてから届
け出してください。

国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者
証、介護保険被保険者証、福祉医療費受給者証、障が
い者手帳がある方は持参してください。
印鑑登録をしている方は印鑑登録証
※世帯主が転出する場合で世帯員に国民健康保険加入
者があるときは、被保険者証を持参してください。転居届

三芳町内で
住所を移し
たとき

引っ越しをして
から14日以内

世帯変更

世帯主が変
わったとき、
世帯が合併
分離したとき

変更があった日
から14日以内

国民健康保険被保険者証、福祉医療費受給者証がある
方は持参してください。

※代理人申請の場合は委任状が必要です。※届出に必要なものについては、個々により若干異なります。
Z住民課（H142～144）F274-1101

電
話
予
約
で
住
民
票
の

写
し
を
「
土
・
日
」
も

受
け
取
れ
ま
す

●
利
用
で
き
る
人
…
本
人
ま
た
は
同

一
世
帯
の
家
族

●
予
約
方
法
…
原
則
金
曜
日
の
午

前
９
時
か
ら
午
後
４
時
ま
で
に
、
電

話
で
住
民
課
へ
申
し
込
ん
で
く
だ
さ

い
。
（
金
曜
日
が
祝
日
の
場
合
や
年

末
年
始
の
閉
庁
日
は
除
き
ま
す
。
）

●
受
取
方
法
…
土
曜
日
お
よ
び
日
曜

日
の
午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後
５
時

に
、
役
場
地
下
１
階
の
日
直
室
で
お

渡
し
し
ま
す
。
（
年
末
年
始
は
除
き

ま
す
。
）

●
必
要
な
も
の
…
本
人
を
確
認
で
き

る
も
の
（
運
転
免
許
証
、
パ
ス
ポ
ー

ト
、
年
金
手
帳
、
健
康
保
険
証
な

ど
）
、
手
数
料
（
１
通
／
200
円
）

郵
送
で
証
明
書
等
の

申
請
が
で
き
ま
す

●
申
請
で
き
る
証
明
書
…
住
民
票

の
写
し
、
戸
籍
謄
本
・
抄
本
、
戸
籍

の
附
票
の
写
し
等
（
戸
籍
関
係
は
、

本
籍
地
が
三
芳
町
の
場
合
。
そ
れ
以

外
は
、
本
籍
地
に
請
求
し
て
く
だ
さ

い
。
）

●
申
請
方
法
…
次
の

〜

を
同
封

の
う
え
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。


申
請
書
…
本
籍
地
、
筆
頭
者
、
住

所
、
氏
名
、
電
話
番
号
、
必
要
書
類

と
枚
数
、
使
用
目
的
を
明
記


返
信
用
封
筒
…
80
円
切
手
を
貼
付


手
数
料
…
必
要
書
類
に
要
す
る
額
の

定
額
小
為
替
（
郵
便
局
で
購
入
）


本
人
確
認
書
類
等
…
運
転
免
許
証
等

の
コ
ピ
ー

　

教
育
文
化
グ
ル
ー
プ
は
、
今

年
度
、
寺
子
屋
を
藤
久
保
２
区

集
会
所
で
開
き
、
夏
休
み
に
は
、

藤
久
保
児
童
館
で
宿
題
や
卓
球

や
折
り
紙
な
ど
を
し
ま
し
た
。

今
ま
で
と
は
少
し
違
う
活
動
を

通
し
て
こ
ど
も
た
ち
と
の
触
れ

合
い
の
機
会
を
増
や
し
て
き
ま

し
た
。
そ
の
中
で
感
じ
る
の
は

「
こ
ど
も
は
付
き
合
っ
て
く
れ

る
大
人
を
求
め
て
い
る
」
と
い

う
事
実
で
す
。
傍
に
居
る
だ
け

で
も
い
い
で
す
し
、
一
緒
に
何

か
を
し
て
く
れ
る
大
人
で
も
良

い
の
で
す
。

　

４
月
か
ら
活
動
を
拡
げ
、
私

達
か
ら
こ
ど
も
の
居
る
場
所
へ

出
掛
け
る
「
出
張
寺
子
屋
」
と

な
る
予
定
で
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】
教
育
文
化

グ
ル
ー
プ

代
表
藤
崎
０
７
０
（
６
４
６
６
）

７
１
２
４
又
は
役
場
・
社
会
教

育
課
（
H　
514
）

〈協働のまちづくり 『寺子屋』〉
４月から出張します！

「身分証明書」の提示を
お願いします。

手続きは役場１階住民課で。
不明な点は職員にお尋ねください。

犬の飼い主の皆さんへ

〈集合狂犬病予防注射を行います〉
犬の飼い主には、「犬の登録をすること」と「犬に毎年１回狂犬病予防注射を受けさせること」が

狂犬病予防法により義務付けられています。

発
症
す
る
と

　
　

死
亡
率
ほ
ぼ
100
％

　

狂
犬
病
は
、
人
を
含
め
た
ほ
乳
類

に
感
染
し
、
発
症
す
れ
ば
治
療
法
は

な
く
、
死
亡
率
は
ほ
ぼ
100
％
で
す
。

世
界
中
の
ほ
と
ん
ど
の
国
や
地
域
で

発
生
し
、
毎
年
５
万
人
以
上
が
狂
犬

病
で
死
亡
し
て
い
ま
す
。

　

日
本
で
は
、
昭
和
32
年
以
降
狂
犬

病
の
発
生
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
れ

は
狂
犬
病
予
防
法
に
よ
り
す
べ
て
の

飼
い
犬
に
狂
犬
病
予
防
注
射
が
義
務

づ
け
ら
れ
た
成
果
で
す
。
海
外
か
ら

狂
犬
病
を
侵
入
さ
せ
な
い
た
め
に
も

飼
い
犬
に
は
必
ず
年
１
回
の
狂
犬
病

予
防
注
射
を
受
け
さ
せ
ま
し
ょ
う
。

４
月
10
日
〜
12
日
に
実
施

　

町
で
は
、
多
く
の
飼
い
犬
に
狂
犬

病
予
防
注
射
を
受
け
て
い
た
だ
く
た

め
に
、
下
表
の
と
お
り
集
合
狂
犬

病
予
防
注
射
を
実
施
し
ま
す
。
町
内

で
犬
を
お
飼
い
の
方
は
、
お
近
く
の

会
場
で
狂
犬
病
予
防
注
射
を
飼
い
犬

に
受
け
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。
会
場
で

は
、
狂
犬
病
予
防
注
射
だ
け
で
は
な

く
、
犬
の
登
録
も
同
時
に
受
け
付
け

ま
す
の
で
、
ま
だ
犬
の
登
録
を
し
て

い
な
い
場
合
は
、
こ
の
機
会
に
登
録

を
済
ま
せ
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
集
合
狂
犬
病
予
防
注
射
は
、

雨
天
で
も
実
施
し
ま
す
。

　

な
お
、
都
合
に
よ
り
下
図
の
会
場

で
飼
い
犬
に
狂
犬
病
予
防
注
射
を
受

け
さ
せ
ら
れ
な
い
場
合
は
、
必
ず

動
物
病
院
で
獣
医
師
よ
り
狂
犬
病
予

防
注
射
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。
そ
の

後
、
動
物
病
院
が
発
行
す
る
「
注
射

済
証
明
書
」
を
環
境
産
業
課
環
境
対

策
係
窓
口
に
持
参
し
、
注
射
済
票
の

交
付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

予
防
注
射
に
関
し
て

　
　

お
願
い
と
注
意
点

・
犬
の
体
を
清
潔
に
し
、
犬
の
首
輪

が
抜
け
な
い
よ
う
に
し
て
、
必
ず
犬

を
お
さ
え
ら
れ
る
人
が
連
れ
て
き
て

く
だ
さ
い
。

・
体
調
に
異
常
の
あ
る
犬
は
、
必
ず

事
前
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

・
獣
医
師
に
よ
る
問
診
で
、
注
射
を

見
合
わ
せ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で

あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

・
１
ヶ
月
以
内
に
他
の
予
防
注
射
を

受
け
た
犬
は
注
射
を
受
け
ら
れ
ま
せ

ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

・
海
外
に
犬
を
連
れ
て
行
く
予
定
の

あ
る
方
、
ま
た
は
既
に
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ

プ
を
装
着
さ
れ
て
い
る
方
は
、
注
射

の
前
に
必
ず
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

・
ま
れ
に
注
射
に
よ
る
副
作
用
が
起

こ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
注
射
に
際

し
て
は
犬
の
体
調
に
十
分
留
意
し

て
く
だ
さ
い
。

・
他
市
区
町
村
よ
り
転
入
し
た
犬

（
登
録
済
の
犬
に
限
る
）
が
注
射

を
受
け
る
場
合
、
事
前
に
鑑
札
を

持
参
の
う
え
環
境
産
業
課
環
境
対

策
係
の
窓
口
で
登
録
事
項
変
更
の

届
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

・
犬
の
登
録
に
変
更
が
あ
っ
た
と

き
（
犬
の
所
有
者
が
変
わ
っ
た
・
犬

の
所
在
地
が
変
わ
っ
た
・
飼
い
犬
の

住
所
が
変
わ
っ
た
）
は
、
町
へ
の
登

録
事
項
変
更
届
出
が
必
要
で
す
。

・
犬
が
死
亡
し
た
と
き
は
、
町
へ

の
死
亡
届
が
必
要
で
す
。
（
電
話

連
絡
可
）

Z
環
境
産
業
課
環
境
対
策
係
（
H

　
218
）
F
（
２
７
４
）
１
０
５
２

■日時・会場

期　日 時　間 会　場

4月10日
10:00～11:30 上富第１区集会所

13:00～14:30 中央公民館駐車場

4月11日
９:30～11:30 北永井第２区集会所

13:00～14:30 藤久保第２区集会所

4月12日

９:30～10:30 藤久保第３区第１集会所

11:00～12:00 藤久保第４区第２集会所

13:20～14:30 竹間沢第１区集会所

■手数料（１頭につき）

登録料 注射料 注射済票代 合　計

登録済の犬 0円 2,750円 550円 3,300円

未登録の犬 3,000円 2,750円 550円 6,300円

藤久保第３区第１集会所

上富第１区集会所

藤久保第４区第２集会所 竹間沢第１区集会所

中央公民館駐車場 北永井第２区集会所

藤久保第２区集会所

会場案内図
会場では、狂犬病予防注
射だけでなく、犬の登録
も同時に受け付けます。

お知らせ お知らせ

協  働

17

　各種証明書（住民票・戸籍等）を請求する際に

は、個人情報の保護や不正取得を防止するために、

本人確認が法律上のルールとなっています。

　身分証明書（運転免許証、パスポート、健康保険

証、年金手帳等）の提示をお願いします。

　代理人申請の場合は、委任状の提出及び身分証明

書が必要です。


